
 

 

東京都市計画防災街区整備地区計画の変更（渋谷区決定） 

都市計画本町二・四・五・六丁目地区防災街区整備地区計画を次のように変更する。                   

名 称 本町二・四・五・六丁目地区防災街区整備地区計画 

位 置※ 渋谷区本町一丁目、二丁目、四丁目、五丁目及び六丁目並びに幡ヶ谷二丁目及び三丁目各地内 

面 積※ 約 ５７．９ ｈａ 

地区計画の目標 本地区は中核的な拠点である新宿に隣接する笹塚・幡ヶ谷・初台・本町地域に位置しており、補助線街路第６１号線（水道道路）に接

し、住宅地としての落ち着きを兼ね備えている地区である。また、地区内には旧神田川支流遊歩道、氷川神社、荘厳寺等歴史的な背景のあ

る施設や商店街、渋谷区立初の小中一貫校等の地域資源を有している。さらに、水道道路は、かつて１９００年代頃玉川上水から代田橋付

近で取水し、淀橋浄水場に導いた「玉川上水新水路」跡として、廃止後の今も地域に親しまれている歴史的な地域資源となっている。 

「渋谷区まちづくりマスタープラン（令和元年１２月）」では、中層住宅地区の基盤改善地区に位置付けられており、生活道路の整備

と建物の共同化・中層化による木造住宅密集地域の環境改善を基本とし、あわせて建物の不燃化を行うことにより、安全な中層住宅地

の形成を図るとしている。さらに、不燃化特区に指定されたエリアでは、老朽木造建築物の建替えと狭あい道路拡幅へ向けた取組ととも

に、公園・広場等の用地を確保し、地域の延焼遮断機能の強化を図るとしている。 

また、「本町地区防災都市づくりグランドデザイン（令和３年３月）」では、防災性向上の視点に加えて、暮らしの豊かさや多様な生き

方等の視点も含めたまちの将来像を実現するため、主要生活道路のネットワーク化、建物の不燃化・耐震化の促進等を進めると共に、プレ

イスメイキングを継続し、公園をはじめとしたパブリックスペースを居心地の良い空間とする等の取組を行うこととしている。 

さらに、本地区は「防災都市づくり推進計画（改定）（令和２年３月）」において重点整備地域に位置付けられ、水道道路は一般延焼遮

断帯として、沿道の不燃化・耐震化等を通じて、災害に強い都市の実現を図るとともに、沿道の統一感のある街並みの形成の誘導や、地域

の生活環境の向上に資する安全快適で緑豊かな歩行空間の確保が求められている。 

これらを踏まえ、「水道道路沿道エリアまちづくりビジョン（令和６年３月）」が策定され、「ほどよい都市型生活を徒歩圏内で

享受できるまち」を目指し、水道道路沿道をまちの骨格として、エリアの魅力を高める拠点の誘導や、居心地よく移動したくなる空

間の形成が目標として示された。特に、商店街を中心としたにぎわいを水道道路沿道エリアへ展開するため、日常生活に根付いたくら

しを豊かにするためのコミュニティ拠点の機能、新たな人やコンテンツなどプラスアルファの価値をもたらし、地域間のつながりを生

み出す機能の整備を目指すとしている。また、水道道路の北側は居住環境向上ゾーンに位置付けられ、密集市街地の防災力の向上を目

指し、主要生活道路の整備とともに建物の共同化、不燃化等を推進するとしている。 

一方で、地区内の公園の利用率や緑被率が低いことから、公共空間における魅力の向上、地区内におけるみどりの量の増加と質の向

上が求められているとともに、都営住宅等の老朽化した建築物の更新、狭あい道路の拡幅整備などの課題を有している。 

本地区では、地区の防災性の向上とにぎわいある街並みの形成を通じて、「誰もが安全・安心に住み続けられる災害に強い潤いのあるま

ち」、「ほどよい都市型生活を徒歩圏内で享受できるまち」の実現を目指し、次に掲げる項目を地区計画の目標とする。 

① 道路等の地区防災施設の整備に合わせた適切な土地の有効利用の促進と建築物の誘導 

② 地区内の緑の充実と無秩序な市街化の防止 

③ 親しみのある身近な商店街の形成 

④ 水道道路沿道における延焼遮断帯の形成と地区内の不燃化の促進を通じた災害に強いまちづくりの推進 



 

 

⑤ 地区の歴史や地域資源を活かした、水道道路沿道のまちのにぎわいとみどりが連続する魅力ある街並みの形成 

区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

土地利用の

方針 

「誰もが安全・安心に住み続けられる災害に強い潤いのあるまち」、「ほどよい都市型生活を徒歩圏内で享受できるまち」を目指

し、土地利用の方針を次のように定める。また、地区防災施設となる区画道路、一時集合場所及び避難所周辺では、災害時の安全な

避難空間としての機能を確保するため、建築物の不燃化を進めるとともに土地の有効利用を図る。 

【住宅地区】 

戸建住宅と共同住宅を中心とした建築物の立地誘導を図りながら、共同化や土地の有効活用を促進し、都市基盤の拡充及び建築物

の不燃化を進め、中低層住宅地としての土地利用を図る。 

【沿道商業地区】 

共同化や土地の有効利用により都市基盤の拡充及び建築物の不燃化を進め、また、地域の生活利便性の向上を図る商業・業務施設

と住宅が調和したにぎわいのある住商複合市街地としての土地利用を図る。 

【幹線道路沿道地区】 

幹線道路沿道にふさわしい商業・業務・沿道サービス施設、共同住宅等の立地誘導を図りながら、延焼遮断帯の形成及び後背地の

居住環境に配慮した良好な沿道環境を形成する中高層複合市街地としての土地利用を図る。 

【水道道路沿道地区】 

老朽化した建築物の個別建替えや共同化、沿道の建築物の不燃化の促進、土地の高度利用等を通じて延焼遮断帯の早期実現を図る。

水道道路に沿ってにぎわいやみどりが連続する街並みの形成を目指し、公園や広場などのオープンスペースの配置や、商業・業務・生

活利便施設等のにぎわい機能の立地誘導を図るとともに、集合住宅を中心とした街区を形成し、都市型住居の集積を図る。 

地 区 施 設

及 び 地 区

防 災 施 設

の整備の方

針 

１ 消防活動困難区域の解消及び災害時の避難の安全性を確保するため、幹線道路や一時集合場所、避難所等の避難上有効な空間をネ

ットワークするよう地区内の主要な道路を段階的に区画道路として整備する。 

２ 災害時の延焼防止及び地区内の安全な避難機能を確保する観点から、主要な区画道路、公園等については、地区防災施設として位

置付ける。また、特に延焼防止機能を強化すべき地区防災施設については、沿道の良好な市街地環境の形成を図りつつ、特定地区

防災施設として沿道建築物等と一体的に整備する。 

建 築 物 等

の 整 備 の

方針 

１ 良好な商店街の形成及び住宅地の環境を保護するため、建築物の用途の制限を定める。 

２ 敷地の細分化を防止し、住宅地としての良好な居住環境を保護するため、建築物の敷地面積の最低限度を定める。 

３ 安全な避難路の空間及び歩行者の安全性を確保するとともに、潤いある緑に包まれたゆとりある良好な居住環境の形成を図るた

め、壁面の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置の制限、建築物の高さの最高限度、建築物の形態又は意匠の制限及び

垣又は柵の構造の制限を定める。 

４ 特定地区防災施設及び避難所周辺の建築物の不燃化により防災機能を確保するため、建築物の構造に関する防火上必要な制限、建

築物の間口率の最低限度及び建築物の高さの最低限度を定める。 

５ 特定地区防災施設となる区画道路に接する敷地については、道路等の都市基盤の整備に併せて土地の有効利用により市街地の改善

を促進し、沿道が不燃化された建築物による良好な街並み景観形成を図るため、上記の制限に加えて建築物の容積率の最高限度を

定め、これにより建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第５２条第２項に定める前面道路幅員による容積率の制限及び第５６

条に定める建築物の各部分の高さの制限の適用を緩和する。 

６ 水道道路沿道地区については、にぎわいとみどりある魅力的な街並み景観の形成及び建築物の建替え推進による防災性向上のため、



 

 

壁面の位置の制限、建築物の容積率の最高限度、壁面後退区域における工作物の設置の制限を定めるとともに、これにより建築基準

法第５６条に定める建築物の各部分の高さの制限の適用を緩和する。 

そ の 他 当

該 区 域 の

整備、開発

及び保全に

関する方針 

１ 地区の防災性の向上とともに、緑豊かな潤いある街並みの形成を図るため、区画道路沿いの壁面後退した空地部分への沿道緑化や

大規模な共同住宅等の敷地内緑化、屋上緑化等を推進する。 

２ 脱炭素型都市を実現するため、省エネルギーの推進及び再生可能エネルギーの活用に努める。 

３ 建築物の接道に必要となる道路については、幅員４メートル以上を確保する。 

地
区
防
災
施
設
の
区
域 

種 類 名 称 幅 員 延 長 面 積 備 考 

道 路 区画道路１号 ６ｍ 約１９０ｍ 約１，１４０㎡ 拡 幅 

公 園 さくら公園 

面 積 

既 設 

約２，１００㎡ 

計 約０．３ｈａ 

特
定
地
区
防
災
施
設
の
区
域 

種 類 名 称 幅 員 延 長 面 積 備 考 

道 路 区画道路１号 ６ｍ 約１９０ｍ 約１，１４０㎡ 拡 幅 

公 園 さくら公園 

面 積 

既 設 

約２，１００㎡ 

計 約０．３ｈａ 



 

 

特
定
建
築
物
地
区
整
備
計
画 

位置 本町二丁目地内 

面積 約１．２ｈａ 

建
築
物
等
の
制
限
に
関
す
る
事
項 

地区の

区分 

名称 沿道商業地区－① 住宅地区Ａ 

面積 約０．１ｈａ 約１．１ｈａ 

建築物の構造に関

する防火上必要な

制限 

耐火建築物等（建築基準法第５３条第３項第１号イに規定する耐火建築物等をいう。）又は準耐火建築物等（同号ロに

規定する準耐火建築物等をいう。）とする。 

また、敷地が特定地区防災施設である道路に接する建築物（特定地区防災施設に係る間口率の最低限度を超える部分を

除く。）の当該特定地区防災施設の当該敷地との境界線において、当該特定地区防災施設を基準とする高さが５メート

ル未満の範囲は、空隙のない壁が設けられていることその他の防火上有効な構造であること。 

なお、建築物が特定建築物地区整備計画区域の内外にわたる場合においては、その建築物が特定地区防災施設の区域外

において防火壁で区画されていない場合は、その全部について本規定を適用する。ただし、次の各号のいずれかに該当

するものは、この限りでない。 

（１）延べ面積が５０平方メートル以内の平家建の附属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造のもの 

（２）高さ２メートルを超える門又は塀で、不燃材料で造られ、又は覆われたもの 

（３）高さ２メートル以下の門又は塀 

建築物の間口率の

最低限度 

特定地区防災施設の道路に接する敷地の建築物の間口率の最低限度は、１０分の７とする。ただし、平家建の附属建築

物については、この限りでない。 

建築物等の高さの

最高限度 

１ 建築物の地盤面からの高さは、１６メートル以下とす

る。ただし、階段室、昇降機塔その他これらに類する

建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築

物の建築面積の８分の１以内の場合においては、その

部分の高さは、４メートルまでは当該建築物の高さに

算入しない。 

２ 中高層建築物については次のとおりとする。 

（１）高さが１０メートルを超える建築物は、冬至日の

真太陽時による午前８時から午後４時までの間に

おける、平均地盤面からの高さが４メートルの水

平面に敷地境界からの水平距離が５メートルを超

え１０メートル以内の範囲においては５時間以

上、１０メートルを超える範囲においては３時間

以上日影となる部分を生じさせない高さとするこ

と。 

１ 建築物の地盤面からの高さは、１３メートル以下とす

る。ただし、階段室、昇降機塔その他これらに類する

建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築

物の建築面積の８分の１以内の場合においては、その

部分の高さは、４メートルまでは当該建築物の高さに

算入しない。 

２ 中高層建築物については次のとおりとする。 

（１）高さが１０メートルを超える建築物は、冬至日の

真太陽時による午前８時から午後４時までの間に

おける、平均地盤面からの高さが４メートルの水

平面に敷地境界からの水平距離が５メートルを超

え１０メートル以内の範囲においては４時間以

上、１０メートルを超える範囲においては２．５

時間以上日影となる部分を生じさせない高さとす

ること。 



 

 

（２）同一の敷地内に二以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を一の建築物とみなして、（１）の規

定を適用すること。 

（３）（１）の規定の適用の緩和に関する措置は、建築基準法施行令第１３５条の１２の定めによること。 

（４）建築物が（１）の規定による日影時間の制限の異なる地区の内外にわたる場合又は建築物が冬至日において当

該建築物がある地区外の土地に日影を生じさせる場合は、それぞれ日影を生じさせる地区内にある建築物とみ

なして、（１）の規定を適用すること。 

建築物等の高さの

最低限度 

特定地区防災施設の道路に接する敷地の建築物の各部分の高さの最低限度は、５メートルとする。ただし、次の各号の

いずれかに該当するものは、この限りでない。 

（１）特定地区防災施設に係る間口率の最低限度を超える部分 

（２）平家建の附属建築物 

建築物等の用途の

制限※ 

次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

（１） 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項各号に掲げる
風俗営業の用に供するもの並びに第６項各号及び第９項に掲げる性風俗関連特殊営業の用に供するもの。ただ

し、当該規定の適用の際現に同法第２条第１項第４号に係る用途に供されている建築物の敷地で、適用時にお

ける当該用途に供する部分の床面積の合計を超えない範囲で同一の用途に引き続き供する場合は適用しない。 

（２） 建築基準法別表第２（ほ）項第２号に掲げる射

的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他

これらに類するもの 

（３） 建築基準法別表第２（と）項第３号に掲げる建

築物 

（４） カラオケボックスその他これに類するもの 

― 

建築物等の容積率

の最高限度※ 
１０分の３０ １０分の２４ 

建築物の敷地面積

の最低限度 

６０平方メートルとする。 

ただし、当該規定の適用の際現に建築物の敷地として使用されている６０平方メートル未満の土地又は現に存する所有

権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する６０平方メートル未満の土地について、その全部を一の敷地と

して使用する場合は、当該敷地面積を敷地面積の最低限度とする。 

壁面の位置の制限 １ 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図３に示す壁面の位置の制限の範囲内に建築又は設置してはならな

い。 

２ 特定地区防災施設の道路と道路が交わる角敷地においては、道路境界線（特定地区防災施設の道路及び前面道路の反

対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合の道路を除く。）から建築物の外壁又はこれに代わる

柱の面までの距離は、０．５メートル以上でなければならない。ただし、次に掲げるものについては適用しない。 

（１）地盤面からの高さが２．５メートル以上に設ける軒、庇、手すり、戸袋、床面積に算入されない出窓 

（２）外壁の開口部に設ける扉、窓で外開きの部分 



 

 

 

 

 

 

 

 

壁面後退区域にお

ける工作物の設置

の制限 

壁面後退区域に工作物を設置してはならない。ただし、新たに擁壁の設置等建築物の敷地の安全上適当な措置を講じる

もので、区画道路にかからないものは、この限りでない。 

建築物等の形態又

は色彩その他の意

匠の制限 

１ 建築物の軒、庇、出窓その他これらに類するものは、計画図２に示す区画道路の範囲内にかかる形態としてはならな

い。 

２ 建築物の外壁又はこれに代わる柱の色は、刺激的な原色を避け周囲の環境と調和した落ち着きのある色調とする。 

垣又は柵の構造の

制限 

道路に面する垣又は柵の構造は、生け垣又は透過性のあるフェンスとする。ただし、地盤面から高さ０．５メートル以

下の部分についてはこの限りではない。 

土地の利用に関する事項 緑豊かな街並み景観の形成を図るため、区画道路沿いの壁面後退した空地部分への沿道緑化及び現に存する緑地は可能

な限りその保全に努めるとともに、大規模な敷地等において敷地内緑化、屋上緑化の推進を図る。 



 

 

防
災
街
区
整
備
地
区
整
備
計
画
（
幹
線
道
路
沿
道
地
区
、
水
道
道
路
沿
道
地
区
） 

位置 本町一丁目、二丁目、四丁目、五丁目及び六丁目並びに幡ヶ谷二丁目及び三丁目各地内 

面積 約 ５７．６ ｈａ 

建
築
物
等
の
制
限
に
関
す
る
事
項 

地区の

区分 

名称 幹線道路沿道地区 水道道路沿道地区 

面積 約 １．８ ｈａ 約 ３．５ ｈａ 

建築物等の用途の

制限※ 

次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

（１） 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第１項各号に掲げる風俗営業の用に供するもの並
びに第６項各号及び第９項に掲げる性風俗関連特殊営業の用に供するもの。ただし、当該規定の適用の際現

に同法第２条第１項第４号に係る用途に供されている建築物の敷地で、適用時における当該用途に供する部

分の床面積の合計を超えない範囲で同一の用途に引き続き供する場合は適用しない。 

（２） 建築基準法別表第２（ほ）項第２号に掲げる射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類す
るもの 

― （３）カラオケボックスその他これに類するもの 

建築物の容積率の

最高限度 
― 

１０分の３０ 

ただし、建築基準法第５９条の２第１項の規定による特定

行政庁の許可を受けた建築物についてはこの限りではな

い。 

建築物の敷地面積

の最低限度 

― 

６０平方メートルとする。 

ただし、当該規定の適用の際現に建築物の敷地として使用

されている６０平方メートル未満の土地又は現に存する所

有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する

６０平方メートル未満の土地について、その全部を一の敷

地として使用する場合は、当該敷地面積を敷地面積の最低

限度とする。 

壁面の位置の制限 

― 

建築物の壁又はこれに代わる柱の面は、計画図３に示す壁

面の位置の制限の範囲内に建築又は設置してはならない。

ただし、地盤面下の部分及び区長が敷地の形態上やむを得

ないと特に認めた場合は、この限りでない。 

壁面後退区域にお

ける工作物の設置

の制限 ― 

塀、柵、門、広告物、看板その他これらに類する工作物を

設置してはならない。 

ただし、街並み景観の美化に資する目的のプランターボッ

クス、花壇その他これらに類する工作物はこの限りではな

い。 



 

 

建築物等の高さの

最高限度 

― 

１ 建築物の高さの最高限度は３０メートルとする。 

２ 東京都市計画高度地区（渋谷区決定）「１ 制限の緩

和」、「２ 既存不適格建築物等に対する適用の除

外」、「４ 敷地規模に応じた特例」、「５ 総合設計

による特例」、「６ 許可による特例」の要件を満たす

建築物においては、その範囲において高さの最高限度

を超えることができる。なお、道路（ア）水道道路に

接する敷地においては、東京都市計画高度地区（渋谷

区決定）における絶対高さ制限値を３０メートルと読

み替えて、「４ 敷地規模に応じた特例」、「５ 総合

設計による特例」を適用することができる。 

３ 階段室、昇降機塔その他これらに類する建築物の屋上

部分の水平投影面積の合計が当該 建築物の建築面積

の８分の１以内の場合においては、その部分の高さ

は、４メートルまでは当該建築物の高さに算入しな

い。 

建築物等の形態

又は色彩その他

の意匠の制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の色は、刺激的な原色を避け周囲の環境と調和した落ち着きのある色調とする。 

垣又は柵の構造

の制限 

道路に面する垣又は柵の構造は、生け垣又は透過性のあるフェンスとする。ただし、地盤面から高さ０．５メートル以

下の部分についてはこの限りではない。 

土地の利用に関する事項 緑豊かな街並み景観の形成を図るため、現に存する緑地は可能な限りその保全に努めるとともに、沿道緑化、大規模な

敷地等において敷地内緑化、屋上緑化の推進を図る。 

 

  



 

 

防
災
街
区
整
備
地
区
整
備
計
画
（
沿
道
商
業
地
区
①
・
②
、
住
宅
地
区
Ａ
・
Ｂ
） 

建
築
物
等
の
制
限
に
関
す
る
事
項 

地区の

区分 

名称 沿道商業地区－① 沿道商業地区－② 住宅地区Ａ 住宅地区Ｂ 

面積 約 ０．３ ｈａ 約 ９．９ ｈａ 約 １．７ ｈａ 約 ４０．３ ｈａ 

建築物等の用途の

制限※ 

次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

（１） 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第１項各号に掲げる風俗営業の用に供するもの並
びに第６項各号及び第９項に掲げる性風俗関連特殊営業の用に供するもの。ただし、当該規定の適用の際現

に同法第２条第１項第４号に係る用途に供されている建築物の敷地で、適用時における当該用途に供する部

分の床面積の合計を超えない範囲で同一の用途に引き続き供する場合は適用しない。 

（２）建築基準法別表第２（ほ）項第２号に掲げる射

的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他

これらに類するもの 

― 

（３）建築基準法別表

第２（と）項第

３号に掲げる建

築物 

（４）カラオケボック

スその他これに

類するもの 

（３）カラオケボックス

その他これに類す

るもの 

建築物の敷地面積

の最低限度 

６０平方メートルとする。 

ただし、当該規定の適用の際現に建築物の敷地として使用されている６０平方メートル未満の土地又は現に存する所有

権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する６０平方メートル未満の土地について、その全部を一の敷地と

して使用する場合は、当該敷地面積を敷地面積の最低限度とする。 

建築物等の高さの

最高限度 

１ 建築物の地盤面からの

高さは、１６メートル

以下とする。ただし、

階段室、昇降機塔その

他これらに類する建築

物の屋上部分の水平投

影面積の合計が、当該

建築物の建築面積の８

分の１以内の場合にお

いては、その部分の高

さは、４メートルまで

１ 道路（ア）水道道路に

接する敷地の建築物の

高さの最高限度は３０

メートルとする。 

２ 東京都市計画高度地区

（渋谷区決定）「１ 制

限の緩和」、「２ 既存

不適格建築物等に対す

る適用の除外」、「４ 

敷地規模に応じた特

例」、「５ 総合設計に

よる特例」、「６ 許可

１ 建築物の地盤面からの高

さは、１３メートル以下

とする。ただし、階段

室、昇降機塔その他これ

らに類する建築物の屋上

部分の水平投影面積の合

計が、当該建築物の建築

面積の８分の１以内の場

合においては、その部分

の高さは、４メートルま

では当該建築物の高さに

算入しない。 

１ 道路（ア）水道道路に接

する敷地の建築物の高さ

の最高限度は３０メート

ルとする。 

２ 東京都市計画高度地区

（渋谷区決定）「１ 制

限の緩和」、「２ 既存

不適格建築物等に対する

適用の除外」、「４ 敷

地規模に応じた特例」、

「５ 総合設計による特

例」、「６ 許可による



 

 

は当該建築物の高さに

算入しない。 

２ 高さが１０メートルを

超える建築物で、冬至

日において、特定建築

物地区整備計画の区域

の土地に日影を生じさ

せるものは、日影を生

じさせる区域内にある

建築物とみなして、特

定建築物地区整備計画

の表中の建築物等の高

さの最高限度の項第２

項の規定を適用する。 

による特例」の要件を

満たす建築物において

は、その範囲において

高さの最高限度を緩和

する。なお、道路

（ア）水道道路に接す

る敷地においては、東

京都市計画高度地区

（渋谷区決定）におけ

る絶対高さ制限値を３

０メートルと読み替え

て、「４ 敷地規模に応

じた特例」、「５ 総合

設計による特例」を適

用することができる。 

３ 階段室、昇降機塔その

他これらに類する建築物

の屋上部分の水平投影面

積の合計が当該 建築物

の建築面積の８分の１以

内の場合においては、そ

の部分の高さは、４メー

トルまでは当該建築物の

高さに算入しない。 

２ 高さが１０メートルを超

える建築物で、冬至日に

おいて、特定建築物地区

整備計画の区域の土地に

日影を生じさせるもの

は、日影を生じさせる区

域内にある建築物とみな

して、特定建築物地区整

備計画の表中の建築物等

の高さの最高限度の項第

２項の規定を適用する。 

特例」の要件を満たす建

築物においては、その範

囲において高さの最高限

度を緩和する。なお、道

路（ア）水道道路に接す

る敷地においては、東京

都市計画高度地区（渋谷

区決定）における絶対高

さ制限値を３０メートル

と読み替えて、「４ 敷

地規模に応じた特例」、

「５ 総合設計による特

例」を適用することがで

きる。 

３ 階段室、昇降機塔その他

これらに類する建築物の

屋上部分の水平投影面積

の合計が当該建築物の建

築面積の８分の１以内の

場合においては、その部

分の高さは、４メートル

までは当該建築物の高さ

に算入しない。 

 

建築物等の形態

又は色彩その他

の意匠の制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の色は、刺激的な原色を避け周囲の環境と調和した落ち着きのある色調とする。 

垣又は柵の構造

の制限 

道路に面する垣又は柵の構造は、生け垣又は透過性のあるフェンスとする。ただし、地盤面から高さ０．５メートル以

下の部分についてはこの限りではない。 

土地の利用に関する事項 緑豊かな街並み景観の形成を図るため、現に存する緑地は可能な限りその保全に努めるとともに、沿道緑化、大規模な

敷地等において敷地内緑化、屋上緑化の推進を図る。 

※は知事協議事項 

「防災街区整備地区計画区域、防災街区整備地区整備計画区域、地区の区分、特定建築物地区整備計画区域、特定地区防災施設の区域、地区防災施設の区域及び

壁面の位置の制限は、計画図表示のとおり。」 



 

 

理由：密集市街地の整備改善に向けて、健全な土地の有効利用を促進し、誰もが安全・安心に住み続けられる災害に強い潤いのある市街地形成を図ると共に、ほど

よい都市型生活を徒歩圏内で享受できるまちの実現を図るため、防災街区整備地区計画を変更する。 



地区計画変更区域
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